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QA95 牛乳の表示のどこを見ればその原産地がわかるのですか

 牛乳・乳製品については、食品衛生法上、原乳の原産地ではなく、「乳処理場の所在地」

「製造所の所在地」を表示することが義務付けられています。

 このため、消費者が牛乳・乳製品の表示を見ても、原乳の原産地を確認できない場合が

あります。また、季節などによっても原産地が変わることもあります。牛乳・乳製品の情

報についてお知りになりたい方は、牛乳・乳製品の製造事業者（メーカー）のお客様相談

室などにお問い合わせください。
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